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労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
案
要
綱

第
一

面
接
指
導
の
要
件

一

病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
当
該
診
療
所
を
管
理
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
者
又
は
介
護
老
人

保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
が
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
当
該
介
護
医
療
院
を
管
理
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
、
事
前
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
上
で
、
一
箇
月
に
つ
い
て
労

働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
、
及
び
休
日
に
お
い
て
労
働
さ
せ
る
時
間
（
以
下
「
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
」
と
い

う
。
）
が
百
時
間
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
労
働
基
準
法
第
百
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
業
に
従
事
す
る
医
師
の
う
ち
、
医
療
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
労
務
管
理

対
象
機
関
に
お
い
て
勤
務
す
る
医
師
以
外
の
医
師
に
つ
い
て
は
、
疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
時
間
外
・
休

日
労
働
時
間
が
百
時
間
に
達
す
る
ま
で
の
間
又
は
百
時
間
以
上
と
な
っ
た
後
に
遅
滞
な
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

１

時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
百
時
間
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
以
下
「
面
接
指
導
対
象
医
師
」
と
い

う
。
）
の
勤
務
の
状
況
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２

当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
睡
眠
の
状
況

３

当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
疲
労
の
蓄
積
の
状
況

４

２
及
び
３
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
心
身
の
状
況

５

面
接
指
導
を
受
け
る
意
思
の
有
無

二

医
療
法
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
実
施
医
師
（
以
下
「
面
接
指
導
実
施
医
師
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

当
該
面
接
指
導
を
行
う
面
接
指
導
実
施
医
師
が
、
管
理
者
か
ら
、
面
接
指
導
対
象
医
師
の
労
働
時
間
に
関
す
る
情
報
そ

の
他
の
面
接
指
導
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
百
時
間
以
上
と

な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
の
確
認
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
２
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
当
該
面
接
指
導
実
施
医

師
か
ら
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
後
速
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
氏
名
及
び
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
に
係
る
一
の
１
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
情
報
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２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
業
務
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
当
該
面
接
指
導
実
施
医
師

が
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
面
接
指
導
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
る
も
の

四

当
該
面
接
指
導
実
施
医
師
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

１

当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
勤
務
の
状
況

２

当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
睡
眠
の
状
況

３

当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
疲
労
の
蓄
積
の
状
況

４

２
及
び
３
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
面
接
指
導
対
象
医
師
の
心
身
の
状
況

第
二

適
用
期
日

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。


